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電子帳簿保存法の内容が改正されました
～ 令和５年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 ～

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

令和５年度税制改正による主な改正事項については、次ページ以降でご説明します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電子帳簿保存法の内容が改正されました 

Q:「電子帳簿等保存制度」とは、どのような制度ですか？ 

A: 電子帳簿等保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書･請求書･決算書など（国税関係書
類）」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、３つの制度に区分されています。 

① 電子帳簿等保存【希望者のみ】 
ご自身で最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存

するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコ
ンで作成した請求書の控え等が対象です。 

さらに、一定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合に
は、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が５％軽減される措置がありま
す（あらかじめ届出書を提出している必要があります。）。 

  ② スキャナ保存【希望者のみ】 
決算関係書類を除く国税関係書類（取引先から受領した紙の領収書・請求書等）は、その書類自体を保

存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。 

③ 電子取引データ保存【法人・個人事業者は対応が必要です】 
申告所得税･法人税に関して帳簿･書類の保存義務が課されている者は、注文書･契約書･送り状･領収書･

見積書･請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ（電子取引データ）を
保存しなければなりません。 

※ 記録の改ざんなどを防⽌するため、①〜③の保存を⾏うためには一定のルールに従う必要があります。 

〜 令和５年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要 〜 

令和５年度税制改正を反映した電子帳簿等保存制度の Q＆A など電子帳簿 
保存法についての情報は、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に 
随時掲載していきます。 

また、電子帳簿等保存制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁 
ホームページ内の電子帳簿等保存制度特設サイトをご確認ください。 

詳しくは、 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト  で 検索 
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